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(２) 本加算を算定する場合は、当該患者の皮膚潰瘍が Shea の分類のいずれに該当するかに

ついて、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。 

Ａ２２６－２ 緩和ケア診療加算 

      (１) 本加算は、一般病床に入院する悪性腫瘍、後天性免疫不全症候群又は末期心不全の患者

のうち、疼痛、倦怠感、呼吸困難等の身体的症状又は不安、抑うつなどの精神症状を持つ

者に対して、当該患者の同意に基づき、症状緩和に係るチーム（以下「緩和ケアチーム」

という。）による診療が行われた場合に算定する。 

   (２) 末期心不全の患者とは、以下のアからウまでの基準及びエからカまでのいずれかの基準

に該当するものをいう。 

     ア 心不全に対して適切な治療が実施されていること。 

     イ 器質的な心機能障害により、適切な治療にかかわらず、慢性的に NYHA 重症度分類Ⅳ度

の症状に該当し、頻回又は持続的に点滴薬物療法を必要とする状態であること。 

ウ 過去１年以内に心不全による急変時の入院が２回以上あること。なお、「急変時の入

院」とは、患者の病状の急変等による入院を指し、予定された入院は除く。 

エ 左室駆出率が 20％以下であること。 

オ 医学的に終末期であると判断される状態であること。 

カ エ又はオに掲げる状態に準ずる場合であること。 

   (３) 緩和ケアチームは、身体症状及び精神症状の緩和を提供することが必要である。緩和ケ

アチームの医師は緩和ケアに関する研修を修了した上で診療に当たること。ただし、後天

性免疫不全症候群の患者を診療する際には当該研修を修了していなくても本加算は算定

できる。 

      (４) 緩和ケアチームは初回の診療に当たり、当該患者の診療を担う保険医、看護師及び薬剤

師などと共同の上別紙様式３又はこれに準じた緩和ケア診療実施計画書を作成し、その内

容を患者に説明の上交付するとともに、その写しを診療録に添付すること。 

   (５) 当該加算を算定する患者については入院精神療法の算定は週に１回までとする。 

   (６) １日当たりの算定患者数は、１チームにつき概ね 30 人以内とする。ただし、「注２」に

規定する点数を算定する場合は、１日当たりの算定患者数は、１チームにつき概ね 15 人

以内とする。 

(７) 症状緩和に係るカンファレンスが週１回程度開催されており、緩和ケアチームの構成員

及び必要に応じて、当該患者の診療を担当する保険医、看護師などが参加している。 

(８) 当該保険医療機関に緩和ケアチームが組織上明確に位置づけられている。 

(９) 院内の見やすい場所に緩和ケアチームによる診療が受けられる旨の掲示をするなど、患

者に対して必要な情報提供がなされている。 

(10) 「注２」に規定する点数は、「基本診療料の施設基準等」別表第６の２に掲げる地域に

所在する保険医療機関（特定機能病院、許可病床数が 400 床以上の病院、ＤＰＣ対象病院

及び一般病棟入院基本料に係る届出において急性期一般入院料１のみを届け出ている病

院を除く。）の一般病棟において、算定可能である。なお、「基本診療料の施設基準等及

びその届出に関する手続きの取扱いについて」別添２「入院基本料等の施設基準等」第５

の６の規定により看護配置の異なる病棟ごとに一般病棟入院基本料の届出を行っている

保険医療機関においては、一般病棟入院基本料（急性期一般入院料１を除く。）を算定し
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ている病棟で当該点数を算定できる。 

(11) 「注２」に規定する点数を算定する場合は、緩和ケアチームの医師、看護師及び薬剤師

の全てが、緩和ケア診療実施計画に基づき実施した診療内容を診療録に記載すること。 

(12) 「注４」に規定する点数は、緩和ケア診療加算を算定している悪性腫瘍患者について、

緩和ケアチームに管理栄養士が参加し、個別の患者の症状や希望に応じた栄養食事管理を

行った場合に算定する。 

(13)  「注４」に規定する点数を算定する場合は、緩和ケア診療実施計画に基づき実施した栄

養食事管理の内容を診療録に記載又は当該内容を記録したものを診療録に添付すること。 

Ａ２２６－３ 有床診療所緩和ケア診療加算 

(１) 本加算は、一般病床に入院する悪性腫瘍、後天性免疫不全症候群又は末期心不全の患者

のうち、疼痛、倦怠感、呼吸困難等の身体的症状又は不安、抑うつなどの精神症状を持つ

者に対して、当該患者の同意に基づき、医師、看護師が共同して緩和ケアに係る診療が行

われた場合に算定する。なお、末期心不全の患者については、Ａ２２６－２緩和ケア診療

加算の（２）の基準に該当するものに限る。 

(２) 緩和ケアに従事する医師、看護師は、身体症状及び精神症状の緩和を提供することが必

要である。緩和ケアに従事する医師又は看護師のいずれかは緩和ケアに関する研修を修了

していること。ただし、後天性免疫不全症候群の患者を診療する際には当該研修を修了し

ていなくても本加算は算定できる。 

(３) 緩和ケアに係る診療に当たり、医師、看護師が共同の上別紙様式３（主治医、精神科医、

緩和ケア医は同一で差し支えない。）又はこれに準じた緩和ケア診療実施計画書を作成し、

その内容を患者に説明の上交付するとともに、その写しを診療録に添付すること。 

(４) 当該加算を算定する患者については入院精神療法の算定は週に１回までとする。 

(５) 院内の見やすい場所に緩和ケア診療が受けられる旨の掲示をするなど、患者に対して必

要な情報提供がなされている。 

    Ａ２２７ 精神科措置入院診療加算 

精神科措置入院診療加算は、措置入院又は緊急措置入院に係る患者について当該入院期間中

１回に限り入院初日に限り算定する。なお、ここでいう入院初日とは、第２部通則５に規定す

る起算日のことをいい、入院期間が通算される再入院の初日は算定できない。ただし、応急入

院患者として入院し、入院後措置入院又は緊急措置入院が決定した場合は、当該措置入院又は

緊急措置入院が決定した日に算定する。また、この場合にあっては、精神科応急入院施設管理

加算は算定できない。 

  Ａ２２７－２ 精神科措置入院退院支援加算 

   (１) 精神科措置入院退院支援加算は、措置入院又は緊急措置入院に係る患者（措置入院又は

緊急措置入院後に当該入院を受け入れた保険医療機関又は転院先の保険医療機関において

医療保護入院等により入院継続した者を含む。以下この項目において「措置入院者」とい

う。）に対して、入院中から、都道府県、保健所を設置する市又は特別区（以下この項に

おいて「都道府県等」という。）と連携して退院に向けた以下の全ての支援を実施した場

合に、退院時１回に限り算定する。 

ア 当該保険医療機関の管理者は、措置入院者を入院させた場合には、入院後速やかに、

当該患者の退院後の生活環境に関し、本人及びその家族等の相談支援を行う担当者を選


